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消費国での対策に際しての重要な要件 

 最新のものであって、貿易の様々な面に対応できる
るものであること 

 供給側で真に達成可能なことを踏まえたものである
こと 

 罰則のみならず、インセンティブも提供するもので
あること 

 対象が明確で、リスクを踏まえたものであること 

 事業者に対して公正で非差別的なものであること 

 首尾一貫して適用でき、効果的に執行できること 

 



貿易の状況 

Source: IMM analysis of Global Trade Atlas & UN COMTRADE 
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森林の状況 

出展: 森林の減少・劣化の原因 2012年、キッシンジャーほか、レクセムコンサルティング及びワーゲニンゲン大学 

a) 森林減少の原因 b) 森林劣化の原因 
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ビジネスの状況 

 持続可能な森林経営への投資に際しての障壁   

 土地所有・利用権の不確実さ 

 情報の不足 

 事業の小規模性 

 事業の組織化や実施能力の欠如 

 事業インフラや取引ネットワークの欠如  

 一例：国際木製品市場での競争に苦しむアフリカ諸
国における付加価値生産の衰退と丸太輸出の増大 



 米国改正レイシー法  
 2008年5月以降  

 欧州木材規則 
 2013年3月以降 

 豪州違法伐採禁止法  
 2012年以降禁止  
 2014年11月から遵守を要求 

 インドネシア木製品輸入規制  
 2015年2月以降 
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輸入国での法的措置 



 違法な出所からのいか
なる木材の貿易も禁止 

 
 木材取引に当たっては
「正当な配慮」又は
「正当な遵守」を明示
する必要 

レイシー法、欧州木材規則、豪州違
法伐採禁止法 
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革新的な規制 

 木材セクターのみが、全
ての資材が合法的に供給
されていることを主張で
きる 

 木材への市場イメージを
向上させるもの 

 見返りが保証された調達
の実施 

 供給の継続と不安定さの
解消に貢献するもの     
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責任をもった
購入 



各国の自主性を尊重 

 生産国での持続可能な林業へ
の取組みを評価 

 既存の森林法令を強化 

 消費国が林業スタンダードを
設定するものではない 

 多国間のFLEGプロセス 
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• 必要な努
力と取組
み 

• リスク
の水準 

リスクに基礎を置く制度 
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• 限られた時間と資源を、リスクの高い製品と
地域に集中 



民間セクターの取組みを基本 

 1990年代はじめ以降の輸入業者による自主的な調達
方針・規制 

 WWF Global Forest & Trade Network といった
NGOのイニシアチブ 

 AHEC Seneca Creek Study 2008 – 米国の非産業的
所有者による違法伐採リスクの極小化 

 FSC Controlled Woodの手続き 

 第三者機関による合法性の検証・認証 –      
違法伐採リスクが極小であることを明示する上で有
効な手法 

 
•11 



EU FLEGT VPA 

• 欧州木材規則とガバナンスへの支援を直接リンクづけ 
• 木材合法性確保システムによる輸出業者へのライセンスの付与 
• EUは、VPA諸国からの認証輸入品のみを受入れ 
• 欧州木材規則の正当性遵守から除外 
• VPA諸国は輸入品に対する合法性確保が必要 
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実施中 
カメルーン、中央アフリカ共和国、 
ガーナ、インドネシア、リベリア、 
コンゴ 
 
交渉中 
コートジボワール、コンゴ民、ガボン、 
ガイアナ、ホンデュラス、ラオス、 
マレーシア、タイ、ベトナム 
 
事前交渉中 
ボリビア、コロンビア、エクアドル、 
グアテマラ、ペルー、フィリピン、 
カンボジア、ミャンマー、PNG,  
ソロモン諸島、シエラレオネ 



FLEGT VPA 独立市場モニタリング 
(IMM) 

欧州委員会 
開発と協力のためのDEVCOオフィス 

 効果の分析と年次報告のため、FLEGT VPA に
必須 

 EC DEVCOを通じてEUが拠出 
 予算: 5年間にわたり440万ユーロ(2014-2018) 
 ITTOにおいて実施 
 明文化された手法 
 定量的分析のための53指標、例えば、貿易・
投資額や価格 

 参加型で一般に公開 



欧州木材規則の貿易への影響 

出展: ITTO 
EUROSTATの
FLEGT 独立市場
モニター分析 

2011年1月～2015年2月の製品別・月別のEU 28ヵ国
による熱帯木材製品輸入額（百万ユーロ） 
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製材品 

EU木材規則  
2013年3月から 



今後の需要者側の措置  

 消費国間での整合性の取れた対応 
 供給者・需要者間の協力 
 生産諸国における合法性基準の開発と合意 
 複合製品や小規模・コミュニティー所有者に対する
これまでにない対応策 

 単なる規制強化ではない、簡素で、より適切で、合
意に基づく法制度 

 南南貿易における公正な需要者側の措置 
 FLEGT木材製品の前向きなPR 

 



 

 

ご清聴ありがとうございました！ 
rupert@forestindustries.info 
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